
掲示物が濡れてしまう…
画鋲が刺さりづらい…

支柱の老朽化…
板のゆがみ、傾斜…

町会が設置する屋外掲示板

補助金額 補助対象経費の実支出額の合計額の２分の１又は30,000円のいずれか少ない額
（1,000円未満の端数切り捨て）

対象工事 掲示板の 新設・建替・修繕 工事
※撤去費用は補助対象となりません。年度内に工事が完了するものが対象です。

受付件数 概ね１０町会 ※年度内１町会１回まで、先着順

①掲示板の図面（形、大きさ、材質がわかるもの）※修繕の場合を除く。
②見積書の写し（市内に本店を有する業者１者）
③掲示板の設置場所を明示した配置図（新設の場合は設置予定場所）
④掲示板の設置場所の使用権原を証明できるものの写し（設置場所が私有地の場合に限る。）

⑤掲示板の現況を明示した写真（新設の場合は設置予定箇所）
⑥その他、要綱で定める書類
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必要書類

対 象

令和５年度

・サッシの設置

・ボードの張替え

・支柱・枠を鉄骨製へ

・既存掲示板の資材を
一部再利用

交付決定前に着工、物品等の購入をした場合は補助対象となりません。

~ ご検討の際は事前に下記までご相談ください。~


